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（ ）傍 線 部 分 は 改 正 部 分

改 正 後 改 正 前

別表 別表

障害児相談支援給付費単位数表 障害児相談支援給付費単位数表

１ 障害児相談支援費 １ 障害児相談支援費

イ 障害児支援利用援助費 イ 障害児支援利用援助費

障害児支援利用援助費 1,625単位 障害児支援利用援助費 1,620単位(１) (Ⅰ) (１) (Ⅰ)

障害児支援利用援助費 814単位 障害児支援利用援助費 811単位(２) (Ⅱ) (２) (Ⅱ)

ロ 継続障害児支援利用援助費 ロ 継続障害児支援利用援助費

継続障害児支援利用援助費 1,322単位 継続障害児支援利用援助費 1,318単位(１) (Ⅰ) (１) (Ⅰ)

継続障害児支援利用援助費 661単位 継続障害児支援利用援助費 659単位(２) (Ⅱ) (２) (Ⅱ)

注１～５ （略） 注１～５ （略）

２～14 （略） ２～14 （略）


